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秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事

佐

竹

敬

久

秋
田
県
規
則
第
十
二
号

秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
徴
収
に
係
る
書
類
等
の
様
式
）

（
徴
収
に
係
る
書
類
等
の
様
式
）

第
十
五
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
に
よ
る
同
表
中
欄
に
掲
げ

第
十
五
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
に
よ
る
同
表
中
欄
に
掲
げ

る
書
類
等
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の

る
書
類
等
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

上

欄

中

欄

下

欄

上

欄

中

欄

下

欄

法
第
十
三
条
第
一
項
、

納
税
通
知
書

様
式
第
七
号

法
第
十
三
条
第
一
項

納
税
通
知
書

様
式
第
七
号

法
第
十
三
条
の
二
第
三

項
、
条
例
第
五
十
五
条

、
条
例
第
五
十
五
条

の
四
、
条
例
第
六
十
八

の
四
、
条
例
第
六
十
八

条
、
条
例
第
八
十
三
条

条
、
条
例
第
八
十
三
条

の
二
、
条
例
第
百
二
十

の
二
、
条
例
第
百
二
十

二
条
第
二
項
、
条
例
第

二
条
第
二
項
、
条
例
第

百
二
十
七
条
第
一
項
、

百
二
十
七
条
第
一
項
、

同
条
第
四
項
、
条
例
第

同
条
第
四
項
、
条
例
第

百
四
十
条
、
条
例
第
百

百
四
十
条
、
条
例
第
百

六
十
九
条
第
一
項
及
び

六
十
九
条
第
一
項
及
び

条
例
第
百
九
十
六
条
第

条
例
第
百
九
十
六
条
第

二
項

二
項

略

略

略

略

略

２

略

２

略
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附

則

附

則

１
～
３

略

１
～
３

略

（
免
税
軽
油
使
用
者
証
の
有
効
期
間
の
特
例
）

（
免
税
軽
油
使
用
者
証
の
有
効
期
間
の
特
例
）

４

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
者
に
係
る
免
税
軽

４

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
者
に
係
る
免
税
軽

油
使
用
者
証
の
交
付
に
当
た
つ
て
は
、
第
四
十
四
条
の
七
第
一
項
本
文
の
規

油
使
用
者
証
の
交
付
に
当
た
つ
て
は
、
第
四
十
四
条
の
七
第
一
項
本
文
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
有
効
期
間
の
末
日
は
、
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
有
効
期
間
の
末
日
は
、
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

５
～
９

略

５
～
９

略

様
式
第
七
号
そ
の
四
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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様式第７号 納税通知書 その４の２

（表）

自 動 車 税 種 別 割 納 税 通 知 書 及 び 繰 上 徴 収 告 知 書

納税者

住 所

（所在地）

氏 名

（名 称） 様

次のとおり自動車税の種別割の納付について通知します。この通知書を持参の上、裏

面に記載している納付の場所で納期限までに納付してください。

なお、地方税法第13条の２第１項の規定により、同項第 号の事由に該当すること

を確認し、納期限を繰り上げたので、同条第３項の規定に基づき、告知します。

年 月 日

秋田県総合県税事務所長 印

年 度

登 録 番 号

税率（年税額） 円

納付すべき税額 円

納 期 限 年 月 日

変更後の納期限 年 月 日
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（裏）

課税及び繰上徴収の

根拠となった法律及

び条例

地方税法第13条の２、第146条及び第147条

秋田県県税条例第123条及び第123条の２

納期限までに納付

しなかつた場合の

措置

1 税額2,000円以上のものについて、税額（1,000円未満の端数は切

り捨てる。）に、納期限の翌日から１月を経過する日まで

の期間は年7.3パーセントの割合（当該期間の属する各年の延滞

金特例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法第93条第２項の

規定により告示された平均貸付割合に年１パーセントの割合を加

算した割合をいう。以下同じ。）が年7.3パーセントの割合に満た

ない場合は、当該延滞金特例基準割合に年１パーセントの割合を

加算した割合（当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超え

る場合は、年7.3パーセントの割合））、その翌日からの

期間は年14.6パーセントの割合（当該期間の属する各年の延滞

金特例基準割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合は、当該

延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合）

を乗じて計算した金額の合計額（100円未満の端数があるとき又は

全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切

り捨てる。）の延滞金を納付しなければなりません。

2 督促状が発せられ、その日から起算して10日を経過した日まで

に完納しない場合は、財産の差押えが行われます。

納 付 の 場 所

・秋田県指定金融機関（秋田銀行本・支店）

・秋田県収納代理金融機関（店頭にその表示がある銀行、信用金庫、

農業協同組合等）

・東北各県内の郵便局

・秋田県総合県税事務所（秋田県総合県税事務所の支所を含む。）

この処分に不服があ

る場合の救済の方法

（この欄には、様式第３号の例による教示の文を記載すること。）
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附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


